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新しい社会的養育ビジョンの実現に向けた主な進め方

（注）子ども・子育て支援推進調査研究事業

※　調査・研究等を実施しているものを含め、随時WGで議論いただく。
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※

平成２９年度
平成３１年度 平成３２年度以降平成３０年度

都道府県等・児童相談所における取組状況を把握し、適宜必要な見直しを実施 

28改正法施行後２年 

○一時保護ガイドライン等 

・児童相談所運営指針の見直し等 

・一時保護ガイドライン 

・都道府県推進計画の見直し事項（児童相談所・一時保護関係） 

○都道府県推進計画の見直し 
 に向けた検討 
・里親委託の更なる推進 

・市区町村の相談支援体制について 等 

◎見直し要領 
 の提示 

○フォスタリング機関事業の検討 

・運営ガイドラインの作成 

○乳児院・児童養護施設の多機能化・機能転換 

・多機能化・機能転換のあり方について 

全国実施 自治体での取組を支援（説明会等の実施） 

 都道府県推進計画の見直し 計画の実行 

全国の乳児院・児童養護施設での取組を支援（説明会等の実施） 

  29年改正法施行に関する全国調査・調査結果等を踏まえた検討 

○児童相談所の見直し 

・ 児童相談所の業務のあり方 
 （保護・アセスメント機能と支援マネージメント機能の分化に関する実態調査（調査研究（注））） 

・ 人材育成（児童福祉司任用後研修等のテキスト作成（調査研究（注））） 

・ 平成29年改正法の施行準備 
・ 弁護士を対象とした研修制度の検討（調査研究（注）） 

・ 児童相談所の業務のあり方の検討・周知 
・ 通告窓口の一元化 
 （通告窓口の一元化モデル実施の手法等の検討） 

・ 児童福祉司任用後研修等の効果検証の実態調査 

・ 弁護士を対象とした研修制度の確立 

    通告窓口の一元化モデル実施の手法等の検討を踏まえた対応 

○一時保護の見直し 

第三者評価基準・項目・評価方法の策定 
（第三者評価基準・項目・評価方法（案）の作成のための調査研究（注）） 
（一時保護の実態調査（一時保護スーパーバイザーの実態、開放処遇の状況等の調査研究（注）） 

緊急一時保護、アセスメント一時保護のあり方   実施 

一時保護の専門家チームによる第三者評価のモデル実施   実施 制度創設に向けた検討 

見直し要領に反映 

推進計画に反映 

資料２ 

第８回 子ども家庭福祉人材の専門性確保WG 

          平成29年10月17日 


